
社会福祉施設等における感染症等発生時の報告等事務取扱要領  

１  目的  

この要領は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号），生活保護

法（昭和２５年法律第１４４号），社会福祉法（昭和２６年法律第４

５号），老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号），介護保険法（平

成９年法律第１２３号）および障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定す

る施設および事業所（以下「社会福祉施設等」という。）において，

感染症等が発生した際の市への報告に当たり必要とされる事項を定

め，もって当該施設および事業所の適正な運営を図ることを目的と

する。  

 

２  社会福祉施設等の対応  

( 1 ) 体制の確保  

社会福祉施設等においては，職員が利用者の健康管理上，感染症

や食中毒を疑ったときは，速やかに施設長（管理者を含む。以下同

じ。）に報告する体制を整えるとともに，施設長は必要な指示を行

うこと。  

 

( 2 ) 医師等の対応  

社会福祉施設等の医師および看護職員は，感染症もしくは食中毒

が 発 生 ま た は そ れ が 疑 わ れ る 状 況 が 生 じ た と き は ， 施 設 内 に       

おいて速やかな対応を行わなければならないこと。  

また，社会福祉施設等の医師および看護職員その他の職員は，

感染症もしくは食中毒の患者またはそれが疑われる者（以下「有

症者等」という。）の状態に応じ，協力病院を始めとする地域の

医療機関等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。  

 

( 3 ) 状況および措置の記録  

社会福祉施設等においては，感染症もしくは食中毒が発生しま

たはそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況および講

じた措置等を記録すること。  

 

( 4 ) 市への報告  

社会福祉施設等の施設長は，３により市の所管課に有症者等の状

況等を迅速に報告するとともに，指示を求めるなどの措置を講ずる

こと。  

 



( 5 ) 検体の確保  

有症者等が発生した社会福祉施設等においては，その原因の究

明に資するため，当該患者の診察医等と連携の上，血液，便，吐

物等の検体を確保するよう努めること。  

 

( 6 ) 日常の対応  

社会福祉施設等においては，日頃から，感染症または食中毒の

発生およびまん延を防止する観点から，職員の健康管理を徹底し，

職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等

の措置を講ずるとともに，職員および利用者に対して手洗いやう

がいを励行させるなど衛生教育の徹底を図ること。  

また，年１回以上職員を対象として衛生管理に関する研修を行

うこと。  

 

３  報告の対象，方法  

( 1 ) 対象施設・事業所  

別表１のとおり  

 

( 2 ) 対象疾病名  

利用者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律」（平成１０年法律第１１４号）第６条に規定する次のａ～

ｆの感染症またはｇに該当する場合。  

このうち，ｃ～ｆに該当する疾病名は別表２のとおり。  

なお，ａ，ｂについては，発生またはその疑いがある場合に 政

令等で指定されるため，現在具体的な疾病名はない。  

ａ  新感染症  

ｂ  指定感染症  

ｃ  一～四類感染症  

ｄ  五類感染症のうちの全数把握疾病   

ｅ  新型インフルエンザ等感染症  

ｆ  五類感染症のうちの定点把握疾病またはその疑いのある者 が

発生した場合  

ｇ  ａ～ｆ以外に有症者等が発生した場合  

 

( 3 ) 感染者数等の要件  

ア  ( 2 )対象疾病名のａ～ｅの場合  

有症者等が発生した場合。  

イ  ( 2 )対象疾病名のｆ，ｇの場合  



次のいずれかに該当する場合。  

①  同一の感染症もしくは食中毒による，またはそれらによ

ると疑われる死亡者または重篤患者が発生した場合  

②  同一の感染症もしくは食中毒の患者，またはそれらが疑

われる者が１週間以内におおむね１０名以上または全利用

者の半数以上発生した場合  

③  ①および②に該当しない場合であっても，通常の発生動

向を上回る感染症等の発生が疑われ，特に施設長が報告を

必要と認めた場合  

 

( 4 ) 報告の方法・報告先  

上記 ( 1 )から ( 3 )に該当した場合，社会福祉施設等の施設長は，

別表の施設および事業所の種別に応じて，別記様式１により市立函

館保健所保健予防課に報告するとともに，担当課に対しても同様の

報告を行うこと。  

なお，当該報告後，社会福祉施設等の感染者等の状況について

は，所管課から逐次報告を求める場合があるので，その指示によ

り報告を行うこと。  

 

４  終息報告  

報告した感染症等が終息したときは，社会福祉施設等の施設長は，

別記様式２により３ ( 4 )の報告先に報告すること。  

 

附  則  

この要領は，平成２４年４月１日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２７年４月１日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２７年７月１口から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２８年４月１日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成２９年４月１日から施行する。  

附  則  

この要領は，平成３０年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要領は，平成３１年４月１日から施行する。  



  附  則  

この要領は，令和２年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は，令和５年５月８日から施行する。  

   附  則  

 この要領は，令和８年４月１日から施行する。  

 


